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教務部：教育課程係 

実務代替に関する内規 

（１）基本方針 

① 沖縄県立高等学校定時制通信制課程第 16 条に基づいて、実務代替を実施する。 

② 実務代替の円滑な運用を図るため、実務代替委員会を置く。 

 

（２）実務代替委員会 

① 実務代替委員会は、教頭・教務部（教育課程係）・農場部長で構成する。 

② 委員会の職務内容は次の通りとする。 

ア 実務代替申請の受理・審査及び決定をし、その結果を職員会議に報告する。 

イ 職場への協力依頼と連携。 

ウ 職場訪問の計画・実施。 

エ 実務代替協力者会議等の開催。 

オ その他実務代替に関すること。 

 

（３）必要書類 

① 実務代替申請書、実務代替自己評価票、勤務状況報告書 

  

（４）実務代替の申請 

① 「実務代替」による単位の認定を受ける者は、実務代替申請書を提出すること。 

② 上記申請書の提出は、原則として、前期は５月末日、後期は１０月末日までとする。 

③ 「実務代替」の申請を完了した者は、毎月の月初めに前月分の勤務状況報告書及び実務代替自

己評価票を提出しなければならない。 

④ 全学年を対象とする。 

 

（５）実務代替の評価及び単位の認定 

 ① 実務代替係は各科目担任へ、職場の勤務状況報告書、生徒の実務代替自己評価票等を学期 

末に提出する。 

 ② 科目担任は、職場の勤務状況報告書、生徒の実務代替自己評価票等に基づき総合的に評価 

を行う。 

 ③ 「実務代替」による単位の認定は、実務代替委員会の審査をへて、学期末成績判定会議に  

おいて審議し、学校長が認定する。 

 ④ 認定のための就労条件は、１日４時間以上、継続して９０日以上働いていることとする。 

 ⑤ 「実務代替」による認定単位数は、１年間で２単位以内とし、６単位を上限とする。 

 

（附則） この規定は平成２８年４月１日から施行する。 

この規定は平成３１年４月１日から施行する。 
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 ④ 前期４月～９月、後期１０月～２月の２回に分けて、各１単位増加 
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